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資格毎に定める資格取得要件等

2026 年４月

資格毎に定める新規取得・継続認定の要件及び資格認定後の取扱いの詳細については、各資格の

ページを参照してください。

当協会が認定している資格

資格

の
有効期間

資格の認定にあたり必要 従事するのにあたり必要

備考運転適性
検査

医学適性検査※１ 現場長推薦実作業訓練技能確認 １０条教育

※３

工事管理者（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)在

工事管理者（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)幹

軌道工事管理者（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)在

軌道工事管理者（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)幹

軌道作業責任者（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― ―

軌道作業責任者（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― ―

軌道工事管理者（機械施工）（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)在

軌道工事管理者（機械施工）（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)幹

軌道機械操作者 ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ○ ― ―

線路検修責任者（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)在

線路検修責任者（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)幹

土木検修責任者（在来線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)在

土木検修責任者（新幹線） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ― ― 10 条(保守)幹

認定線路技術者（統括） ３年 ― ― ― ― ― ―

認定線路技術者 ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接作業責任者（ＥＡ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接作業責任者（ＦＢ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接作業責任者（ＧＰ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接作業責任者（ＡＴ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接技術者（ＥＡ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接技術者（ＦＢ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接技術者（ＧＰ） ３年 ― ― ― ― ― ―

レール溶接技術者（ＡＴ） ３年 ― ― ― ― ― ―

特殊運転者（ＭＣ） ３年 第Ｂ類 健康診断※２ ― ○ ― ―

重機械運転者 ３年 ― ― ― ― ― ―

列車見張員 １年 第Ｂ類 ― ― ― ― ― ※４

踏切監視員（ロープ） １年 第Ｂ類 第２種 ― ― ― 10 条（運転）踏切

線閉責任者（在来線・一般） ３年 第Ｂ類 第３種 ○ ○ ― 10 条(運転)在

線閉責任者（在来線・一般）で

手続き区分「工臨」に従事する方
３年 第Ｂ類 第２種 ○ ○ ― 10 条(運転)在

線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ） ３年 第Ｂ類 第３種 ○ ○ ― 10 条(運転)在

線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ）で

手続き区分「工臨」に従事する方
３年 第Ｂ類 第２種 ○ ○ ― 10 条(運転)在

保守用車責任者（在来線） ３年 第Ｂ類 第３種 ○ ○ ― 10 条(運転)在

線閉責任者（新幹線） ３年 第Ｂ類 第３種 ○ ○ ― 10 条(運転)幹

ホームドア機械工事管理者 ３年 第Ｂ類 健康診断※２ 〇 〇 〇 10 条(保守)在



2

※１ 医学適性検査は毎年度に 1 回受検する必要があり、資格認定された年度の翌年度以降も当協会

に各年の適性検査結果を送付し適性の確認を受ける必要があります。

※２ 新規に資格取得する方は申請書類に健康診断の写しを添付して提出して下さい。

※３ 10 条（運転）在・10 条（運転）幹・10 条（運転）踏切は「列車等の運転に直接関係する作業

を行う係員」、10 条（保守）在・10 条（保守）幹は「施設の保守その他これに類する作業を行う

係員」としての教育の受講が必要となります。

なお、「10 条（運転・保守）」を受講することにより、「10 条（運転）」と「10 条（保守）」の両

方を受講したことになります。現在、当協会では「10 条（運転）」を実施していませんので、「10

条（運転）」の受講が必要な方は「10 条（運転・保守）」を受講してください。

※４ 軌道保守工事・作業及び JR 東日本が指定した一部の土木工事に従事する場合は、「特殊列車見

張員」の認定が必要となります。

・ 資格者は、資格認定証カードが不要となった場合には、適正に廃棄又は処分しなくてはならな

い。

・ 資格者は、資格認定証に記載した所属会社に変更が生じた場合は、以下に示す場合を除き当協

会にその都度届出なければならない。

① 下請会社等から元請会社に一定期間出向する場合

② 重機械運転者資格認定証の場合
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(1) 工事管理者（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

土木･建築等の工事経験※1 ３年以上（営近工事１年以上を含む）の者。
ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

２級施工管理技士等に合格し、土木･建築等の工事経験２年以上(営近工事１年
以上を含む)の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

工事管理者(新幹線)の資格者で営近工事経験１年以上の者。

軌道工事管理者(在)または(幹)の資格者で、土木･建築等の工事経験２年以上
(営近工事１年以上を含む)の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※2

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※1 土木・建築等の工事経験には、作業現場で従事した設計等（軌道検測、土木計測含）の

経験も含む。

※2 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(2) 工事管理者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

土木･建築等の工事経験※１３年以上（営近工事○幹１年以上を含む）の者。ただ
し、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

２級施工管理技士等に合格し、土木･建築等の工事経験２年以上(営近工事○幹１
年以上を含む)の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

工事管理者(在来線)の資格者で営近工事○幹経験１年以上の者。

工事管理者(在)の資格者で、工事管理者として営近工事経験 1 年以上、かつ事
前教育を受講した者。

軌道工事管理者(在)または(幹)の資格者で、土木･建築等の工事経験２年以上
(営近工事○幹1 年以上を含む)の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※2

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※1 土木・建築等の工事経験には、作業現場で従事した設計等（軌道検測、土木計測含）の

経験も含む。

※2 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

  

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(3) 軌道工事管理者（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

軌道工事経験３年以上(営近工事１年以上を含む)の者。ただし、年度末年齢 19
歳以上の者とする。

２級施工管理技士等に合格し、軌道工事経験２年以上(営近工事１年以上を含
む)の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

軌道工事管理者(幹)の資格者で営近工事経験１年以上の者。

工事管理者(在)または(幹)の資格者で軌道工事２年以上(営近工事１年以上を
含む)

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

旧「軌道工事管理者（限定）（在来線）」の資格者で、軌道工事経験３年以上(営
近工事１年以上を含む)の者。
ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(4) 軌道工事管理者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

軌道工事経験３年以上(営業線軌道工事○幹１年以上を含む)の者。ただし、年度
末年齢 19 歳以上の者とする。

２級施工管理技士等に合格し、軌道工事２年以上(営業線軌道工事（新幹線）１
年以上を含む)の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

軌道工事管理者(在)の資格者で、営業線軌道工事（新幹線）の経験１年以上の
者。

軌道工事管理者(在)の資格者で、軌道工事管理者として営近工事経験 1 年以上、
かつ事前教育を受講した者。

工事管理者(在)または(幹)の資格者で、軌道工事経験２年以上 (営業線軌道工
事（新幹線）１年以上を含む) の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

旧「軌道工事管理者（限定）（新幹線）」の資格者で、軌道工事経験３年以上(営
近工事１年以上を含む)の者。
ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(5) 軌道作業責任者（在来線）

① 新規取得要件等

資格取得要件 軌道工事経験３年以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間



8

(6) 軌道作業責任者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等 軌道工事経験３年以上（軌道工事○幹１年以上を含む）の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(7) 軌道工事管理者(機械施工)（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

自動車運転免許証及び「軌道機械操作者」資格を所持し、「軌道機械操作者」と
して実務経験３年以上の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者とする。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 自動車運転免許証及び当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(8) 軌道工事管理者(機械施工)（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

自動車運転免許証及び「軌道機械操作者」資格を所持し、「軌道機械操作者」と
して実務経験３年以上（軌道工事○幹１年以上を含む）の者。

「軌道工事管理者（機械施工）」資格を所持し、軌道工事管理者（機械施工）と
して軌道工事従事経験 1年以上、かつ事前教育を受講した者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 自動車運転免許証及び当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 第３種

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(9) 軌道機械操作者

① 新規取得要件等

経験年数等
自動車運転免許証及び「特殊運転者（ＭＣ）」資格を所持し、かつＭＣの運転実
務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

【認定証を取得した後に実施する事項】

[実作業訓練について]

・ 資格認定後、所属する会社において従事する作業内容（ＭＴＴ（フロントオペ、リアオペ）、ＢＲ）

毎に実作業訓練及び技能確認を実施した後で、工事に従事してください。

・ 技能確認を修了した後、「軌道機械操作者技能確認チェックリスト」を JR 東日本の保線関係の現業

機関の長等に提出して承認を受けてください。

・ 次の場合、所属する会社において必要な教育・訓練を行ってから工事に従事してください。

〇在来線で実作業訓練及び技能確認を行った者が、初めて新幹線の工事に従事する場合

〇新幹線で実作業訓練及び技能確認を行った者が、初めて在来線の工事に従事する場合

〇新たな種類の機械に従事する場合（Ｌ－ＭＴＴに従事していた者がＳＷ－ＭＴＴに従事する場合や

異なるメーカー機種への従事等）。

・ 所属する会社で新しい機種のＭＴＴ等を導入した場合は、そのＭＴＴ等を初めて実作業に使用する

前に、その機種に精通したものが指導する講習会（構造、機能、異常時の取扱い、実技を含む）を受

講しなければなりません。講習会の実施記録については、所属する会社において作成・保管し、JR 東

日本の求めに応じて提出してください。

② 継続認定要件等

所持資格等 自動車運転免許証及び当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(10) 線路検修責任者（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

線路検修工事経験２年以上の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者。

線路検修責任者(幹)の資格者で、線路検修工事経験を有する者。

軌道工事管理者(在)の資格者で、軌道工事経験２年以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(11) 線路検修責任者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

線路検修工事経験２年以上(線路検修○幹１年以上を含む)の者。
ただし、年度末年齢 19 歳以上の者。

線路検修責任者(在)の資格者で、線路検修工事○幹経験を有する者。

軌道工事管理者(幹)の資格者で、軌道工事○幹経験２年以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(12) 土木検修責任者（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等

１級土木施工管理技士等に合格した者で、営近工事２年以上の経験を有する者。

土木検修責任者（新幹線）の資格者で工事管理者(在)資格を取得した者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(13) 土木検修責任者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等

１級土木施工管理技士等に合格した者で、営近工事○幹２年以上の経験を有する
者。

土木検修責任者（在来線）の資格者で工事管理者(幹)資格を取得した者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(14) 認定線路技術者（統括）

① 新規取得要件等

経験年数等

「軌道工事管理者（在来線）」及び「線路検修責任者（在来線）」の資格を有し、
営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）における「軌道工事管理者」又は線
路検修工事標準仕様書（在来線）における「線路検修責任者」の従事経験が通
算して７年以上の者。

「認定線路技術者」、「軌道工事管理者（在来線）」及び「線路検修責任者（在来
線）」の資格を有し、営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）における「軌道
工事管理者」又は線路検修工事標準仕様書（在来線）における「線路検修責任
者」又は「線路技術者」の従事経験が通算して７年以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間
有効期間は、交付の日から３年間（但し、「軌道工事管理者（在来線）」及び「線
路検修責任者（在来線）」の有効期間内に限る）

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ― ― ―

資格有効期間
有効期間は、交付の日から３年間（但し、「軌道工事管理者（在来線）」及び「線
路検修責任者（在来線）」の有効期間内に限る）
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(15) 認定線路技術者

① 新規取得要件等

経験年数等

「軌道工事管理者（在来線）」及び「線路検修責任者（在来線）」の資格取得要
件を満たしている者。※

「軌道工事管理者（在来線）」及び「線路検修責任者（在来線）」の資格を有す
る者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間
有効期間は、交付の日から３年間（但し、「軌道工事管理者（在来線）」及び「線
路検修責任者（在来線）」の有効期間内に限る）

※ 「軌道工事管理者（在来線）」、「線路検修責任者（在来線）」の資格を同時に認定する。

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ― ― ―

資格有効期間
有効期間は、交付の日から３年間（但し、「軌道工事管理者（在来線）」及び「線
路検修責任者（在来線）」の有効期間内に限る）
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(16) レール溶接作業責任者（ＥＡ）

① 新規取得要件等

経験年数等
「レール溶接技術者資格認定証」を取得後、過去３年以上にわたる継続的なレ
ール溶接技術者（ＥＡ）としての実務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(17) レール溶接作業責任者（ＦＢ）

① 新規取得要件等

経験年数等
「レール溶接技術者資格認定証」を取得後、過去３年以上にわたる継続的なレ
ール溶接技術者（ＦＢ）としての実務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間



20

(18) レール溶接作業責任者（ＧＰ）

① 新規取得要件等

経験年数等
「レール溶接技術者資格認定証」を取得後、過去３年以上にわたる継続的なレ
ール溶接技術者（ＧＰ）としての実務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(19) レール溶接作業責任者（ＡＴ）

① 新規取得要件等

経験年数等
「レール溶接技術者資格認定証」を取得後、過去３年以上にわたる継続的なレ
ール溶接技術者（ＡＴ）としての実務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(20) レール溶接技術者（ＥＡ）

① 新規取得要件等

経験年数等

労働安全衛生法に規定する下記の資格を有する者
・ ガス溶接技能講習を修了した者
・ 研削砥石に係わる特別教育を受講した者
・ アーク溶接等に係わる特別教育を受講した者

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

レール溶接作業責任者（ＥＡ）資格を有する者（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(21) レール溶接技術者（ＦＢ）

① 新規取得要件等

経験年数等
労働安全衛生法に規定する下記の資格を有する者
・ ガス溶接技能講習を修了した者
・ 研削砥石に係わる特別教育を受講した者

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

レール溶接作業責任者（ＦＢ）資格を有する者（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(22) レール溶接技術者（ＧＰ）

① 新規取得要件等

経験年数等
労働安全衛生法に規定する下記の資格を有する者
・ ガス溶接技能講習を修了した者
・ 研削砥石に係わる特別教育を受講した者

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

レール溶接作業責任者（ＧＰ）資格を有する者（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(23) レール溶接技術者（ＡＴ）

① 新規取得要件等

経験年数等
労働安全衛生法に規定する下記の資格を有する者
・ ガス溶接技能講習を修了した者
・ 研削砥石に係わる特別教育を受講した者

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間

② 継続認定要件等

資格取得要件

当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

レール溶接作業責任者（ＡＴ）資格を有する者（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 技術検定

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 交付の日から３年間
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(24) 特殊運転者（ＭＣ）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

自動車運転免許証を有する者。

JR 東日本または JR 他社において、在来線または新幹線の軌道モータカーによ
る車両の牽引の実務経験を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○※１ ○※

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 －※２

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※１ 資格取得要件で「自動車運転免許証を有する者。」として受講する場合のみ適用。

※２ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

【認定証を取得した後に実施する事項】

[実作業訓練について]

・ 初めて在来線において作業に従事する場合、または初めて新幹線において作業に従事する場合は、

十分な経験を有する資格者の下で、それぞれ 3回以上の実作業訓練を行った上で従事して下さい。

・ 初めて運転する機種で作業に従事する場合は、その機種に精通したものが指導する講習会（構造、

機能、異常時の取扱い、実技を含む）を受講しなければなりません。講習会の実施記録については、

資格者が所属する会社において作成・保管し、JR 東日本の求めに応じて提出してください。

② 継続認定要件等

所持資格等 自動車運転免許証及び当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 －

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間
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(25) 重機械運転者

① 新規取得要件等

経験年数等 工事用重機械に関する運転免許証等※を有する者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 有効期間は、交付の日から３年間

※ 道路交通法に定める運転免許証及び安衛法に定める運転免許、技能講習修了証、特別教育修了

証をいう。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ―

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ― ―

資格有効期間 有効期間は、交付の日から３年間
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(26) 列車見張員

① 新規取得要件等

経験年数等 特になし

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類 ―※

資格有効期間 運転適性検査実施日から１年間

※ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

【認定証を取得した後に実施する事項】

[列車見張員が軌道保守工事等に従事する場合の取扱い]

・ 列車見張員として当協会が認定した従事員が、軌道保守工事・作業及び JR が指定した一部の土木

工事に従事する場合は、「特殊列車見張員」の認定が必要です。

・ 特殊列車見張員資格の認定は、請負会社より推薦された者に対し、JR 東日本の契約責任者または

現業機関の所長等が行います。この際、過去１年間の従事経験又は実作業訓練の有無を確認します。

・ 特殊列車見張員の資格は、列車見張員の資格を有する者のうち、過去１年の間で列車見張業務に

従事した経験がある者、あるいは軌道作業員の列車見張員資格の新規取得者で３回以上の実作業訓

練（請負会社の特殊列車見張員と実作業に従事して指導を受ける）を経験していることが必要とな

ります。

・ 特殊列車見張員の有効期間は列車見張員資格の有効期間となります。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類※ ―

資格有効期間
有効期間は交付の日から 1年間とする。
（運転適性検査を実施した場合は、その日から 1 年間とする。）

※ 運転適性検査は 1 回/3 年とする。



29

(27) 踏切監視員（ロープ）

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

列車見張員資格取得後、営近工事経験１年以上の者。

列車見張員資格取得後、列車見張員として営近工事で１年間に 20 回以上の従
事経験がある者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類 第２種

資格有効期間 運転適性検査実施日から１年間

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練

適用 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類※ 第２種

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から１年間

※ 運転適性検査は 1 回/3 年とする。
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(28) 線閉責任者（在来線・一般）又は線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ）

① 新規取得要件等

経験年数等
列車見張員資格を取得後、営近工事経験２年以上かつその間における列車見張
員としての従事経験が毎年４回以上の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 選考試験※1

適用 ○ ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 実作業検定試験※2 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ ○ 第Ｂ類
第３種

（第２種※3）

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※１ 資格申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 資格認定証の新規取得時は、取扱いを限定した資格として認定証（限定）を交付します。線

閉責任者として従事するためには、「線閉」､「軌陸」､「保作」､「工臨」の手続き区分ごとに定

められた回数の実作業の訓練を行った後、JR 東日本社員が検定し、合格しなければなりません。

※３ 「工臨」の手続き区分で従事する者は、運転適性検査の第Ｂ類・医学適性検査の第２種の受

検が必要となります。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 選考試験※1

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類
第３種

（第２種※2）

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間

※１ 継続申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 「工臨」の手続き区分で従事する者は、運転適性検査の第Ｂ類・医学適性検査の第２種の受

検が必要となります。
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(29) 保守用車責任者（在来線）

① 新規取得要件等

経験年数等
線閉責任者（在来線・一般）又は線閉責任者（在来線・ATOS）の資格を保有し
ており、在来線の線閉責任者としての従事経験が３回以上の者

講
習
会

講習・訓練 講習会（学力検査のみ） 実技訓練 選考試験※1

適用 ○ ○ ○

検
査

検査名称 学力検査※2 実作業検定試験※3 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類 第３種

資格有効期間
運転適性検査実施日から３年間（但し、「線閉責任者（在来線・一般）」または
「線閉責任者（在来線・ATOS）」の有効期限内に限る）

※１ 資格申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 学力検査の出題範囲は【補足説明】を参照してください。

※３ 資格認定証の新規取得時は、取扱いを限定した資格として認定証（限定）を交付します。保

守用車責任者として従事するためには、「軌陸」､「ＭＣ」の手続き区分ごとに定められた回数の

実作業の訓練を行った後、JR東日本社員が検定し、合格しなければなりません。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会※1 実技訓練 選考試験※2

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 第３種

資格有効期間
継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間（但し、「線閉責任者（在来線・
一般）」または「線閉責任者（在来線・ATOS）」の有効期限内に限る）

※１ 講習会は線閉責任者（在来線・一般）・線閉責任者（在来線・ATOS）と同時に申込が必要です。

※２ 継続申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。
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(30) 線閉責任者（新幹線）

① 新規取得要件等

経験年数等
列車見張員資格を取得後、営近工事又は営近工事○幹経験２年以上かつその間に列車見張
員としての従事経験が毎年４回以上の者。ただし、年度末年齢 19 歳以上の者。

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 選考試験※1

適用 ○ ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実技検査 実作業検定試験※2 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ ○ 第Ｂ類 第３種

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※１ 資格申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 資格認定証の新規取得時は、取扱いを限定した資格として認定証（限定）を交付します。線

閉責任者として従事するためには、「線閉」､「保車」､「信停」の手続き区分ごとに定められた回

数の実作業の訓練を行った後、JR 東日本社員が検定し、合格しなければなりません。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 実技訓練 選考試験※

適用 ○ ― ○

検
査

検査名称 学力検査（継続） 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ 第Ｂ類 第３種

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間

※ 継続申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。
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【補足説明】

⑴ 現場選考試験（※線閉責任者資格及び保守用車責任者資格）

線閉責任者資格[線閉責任者（在来線・一般）、線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ）、線閉責任者（新

幹線）]及び保守用車責任者資格については、資格申請にあたり、JR 東日本の現業機関等の長によ

る推薦を必要とし、推薦にあたっては現場選考試験を行うこととしています。資格取得の流れにつ

いて別紙１～別紙５を参照してください。

資格申請者又はその所属会社は、別に指定する様式（JR 東日本の現業箇所より受領）を推薦書と

して、資格認定講習会の申請書に添えて当協会に提出してください。

⑵ 実作業訓練

線閉責任者資格[線閉責任者（在来線・一般）、線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ）、線閉責任者（新幹

線）]及び保守用車責任者資格については、実作業検定試験を義務付けた認定証（限定）の交付を行い

ます。認定証（限定）の交付を受けた資格者は、実作業訓練を経て、実作業検定試験の合格をもって、

認定証の限定が解除されることとし、それまでは単独で当該業務に従事することができません。

実作業訓練は、所属する会社の経験豊富な資格者の指導の下で行うこととし、訓練は限定資格者の

所属会社が自主的に計画して実施し、その実績を所定の用紙に記載して下さい。また、実作業検定試

験については、資格者の所属する会社の申請により、JR 東日本が実施します。

[新たに手続き区分を限定解除する場合]

【線閉責任者（在来線・一般）】
手続き区分 限定資格取得後１年以内 限定資格取得後１年以降

線閉 ２回以上(紙※５) ３回以上(紙※５)

軌陸※１※３ ２回以上※２(紙※５) ３回以上※２(紙※５)

保作 ２回以上(紙※５) ３回以上(紙※５)

工臨※４ １回以上(紙※５) １回以上(紙※５)

【線閉責任者（在来線・ＡＴＯＳ）】※７
手続き区分 限定資格取得後１年以内 限定資格取得後１年以降

線閉 ３回以上（うち ATOS２回以上）※６

軌陸※１※３ ３回以上（うち ATOS２回以上）※２※６

保作 ３回以上（うち ATOS２回以上）※６

工臨※４ １回以上（うち ATOS１回以上）※６

※１ 「軌陸」を限定解除出来るのは「線閉」の限定解除を受けた者に限ります。なお、「線閉」

の実作業検定試験と同時に「軌陸」の実作業検定試験を行い、同時に限定解除を行うことが

できます。

※２ 「軌陸」の実作業訓練は、軌陸車を用いる作業等の線路閉鎖工事手続で実施してください。

なお「軌陸」の実作業訓練の実績は、「線閉」の実作業訓練の回数に含めて構いません。また

実作業訓練に加え、保守用車教育及び異常時教育を受けてください(異常時教育は過去１年

以内の実績があれば省略可)｡

※３ 保守用車責任者（在来線）資格を有し、保守用車責任者「軌陸」又は「ＭＣ」の限定解除

を行った者は、線閉責任者「軌陸」の実作業訓練及び実作業検定試験を省略することができ

ます。

※４ 「工臨」を限定解除出来るのは「線閉」の限定解除を受けた者に限ります。

※５ 「紙」は線閉・保守作業システム及び線閉受付支援システムの使用を含みます。

※６ ATOS のみで実作業訓練を行った者が、初めて紙線閉に従事する場合は、事前に紙線閉によ

る実作業訓練を１回以上実施してください。

※７ 線閉責任者（在来線・一般）の業務にのみ従事する場合の実作業訓練は、線閉責任者（在

来線･一般）の取扱いによります。
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【線閉責任者（新幹線）】
手続き区分 限定資格取得後１年以内 限定資格取得後１年以降

線閉 ２回以上 ３回以上

保車※１ ２回以上 ３回以上

信停 ２回以上 ３回以上

※１ 「保車｣の者は、実作業訓練に加え脱線復旧訓練、異常時取扱い教育を受けて下さい。(過

去１年以内の実績があれば省略可)｡

【保守用車責任者（在来線）】
手続き区分 限定資格取得後１年以内 限定資格取得後１年以降

軌陸 ３回以上※２

ＭＣ※１ ３回以上※３

※１ 「ＭＣ」を限定解除出来るのは「軌陸」を限定解除した者に限ります。なお、「軌陸」の実

作業検定試験と同時に「ＭＣ」の実作業検定試験を行い、同時に限定解除を行うことができま

す。

※２ 「軌陸」の実作業訓練は、保守用車又は線路点検車を用いる作業等の保守用車使用手続で

実施してください。

※３ 「ＭＣ」の実作業訓練は、保守用車（軌陸車を除く）を用いる作業等の保守用車使用手続

で実施してください。なお、「ＭＣ」の実作業訓練の実績は、「軌陸」の実作業訓練の回数に含

めて構いません。

※４ 紙線閉（線閉・保守作業システム含む）のみで実作業訓練を行った者が、初めて ATOS 区間

での保守用車責任者に従事する場合は、ATOS の取扱いに関する教育を行った上で、事前に ATOS

による実作業訓練を 2 回以上実施して下さい。また、ATOS のみで実作業訓練を行った者が、初

めて ATOS 区間外で保守用車責任者に従事する場合は、事前に紙線閉（線閉・保守作業システム

含む）による実作業訓練を 2 回以上実施して下さい。

〇 安全対策として必要な実作業訓練

限定解除後、過去１年間にいずれの手続き区分にも従事した実績が無い場合の取扱いは次により

ます。

【線閉責任者】

「線閉」（在幹）・「保車」（幹）・「軌陸」（在）・「保作」（在）・「信停」（幹）のいずれかの手続き

区分について、合わせて３回以上の実作業訓練を行ってください。ただし、今後直近で従事する

予定の手続き区分は、必ず１回以上、実作業訓練を行う必要があります。

【保守用車責任者】

「軌陸」・「ＭＣ」のいずれかの手続き区分について、合わせて３回以上の実作業訓練を行って

ください。ただし、過去１年以内に線閉責任者として従事した実績が有る場合は、必要な実作業

訓練を１回以上とします。
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⑶ 保守用車責任者（在来線）の学力検査

保守用車責任者（在来線）の新規取得時に講習会は実施せず、学力検査の結果により資格認定を行

います。学力検査の出題範囲は次のとおりです。

項   目 内  容

保守用車使用に

関する基礎知識

・保守用車の定義

・保守用車責任者の責務・任務

・保守用車責任者として従事するために必要な資格・教育・訓練

・保守用車使用時の施工体制

・保守用車の走行速度、車両のけん引、踏切を通過する場合の取扱い

・保守用車による車両入換の方法

・保守用車群（軌陸車群）相互の間隔等

・線路閉鎖手続による保守用車使用（保守用車使用手続（規程）第 33条）

作業計画に

必要な知識

・線閉申込・保守用車使用申込ルール
・当該線・隣接線防護の取扱い

・軌陸車載線時の取扱い
・保守用車の絶縁・短絡走行の取扱い

作業当日の取扱い

・保守用車使用に着手するときの取扱い

・保守用車を移動する場合の取扱い

・保守用車使用を終了するときの取扱い

・二重安全措置の取扱い

・横取装置の取扱い

・触車事故防止・傷害事故防止

異常時対応

・ＳＢＳ無線の取扱い

・異常時のブレーキの取扱い方法

・レスキュー体制

・応急復旧装置の配備・油漏れ対策

その他 ・最近（過去３年間程度）の保守用車に関わる事故事象の原因及び対策
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（別紙１）

線閉責任者資格の新規取得の流れ

地方機関の長等 ＪＲ東日本の所長等 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

※ 限定が解除されていない手続区分（線閉（在幹）、軌陸（在）、保車（幹）、保作（在）、工臨（在）、
信停（幹））について限定を解除する場合は､その手続区分についてそれぞれ実作業訓練を実施し、
実作業検定試験に合格しなければ従事できません。

※ 「適当な期間」とは、概ね３か月程度です。
※ 異常時教育とは営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）Ⅰ-3-10 (1)保守用車事故防止の教育
等①保守用車責任者向け異常時取扱い教育に定める内容と同様の教育をいいます。

現場選考試験実施願を

提出

試験結果(兼 推薦書)

を受理

合格者

不合格者

適性検査･座学･学科試験

実技訓練･実技検査

認定証(限定)の交付認定証(限定)の確認

講習完了の連絡

実作業訓練の実施

LINGS（終了日）に登録

検定試験の申請

検定試験の計画･実施

手続き区分毎に限定解除

(LINGS に限定解除日（検定

試験合格日）を登録する。)

限定解除した区分のみ

実作業に従事

適当な期間経過後

LINGS で資格申請を行

い、必要な書類と共

に試験結果(兼 推薦書)

を送付

地域特情講習の申請地域特情講習の計画･実施

LINGS（講習日）に登録

不合格者
合格者

異常時教育及び脱線復旧訓練

は１年以内の実績あれば省略

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を

通知

現場選考試験を計画

学科､面接試験

「軌陸」は保守用車教育・

異常時教育を実施

｢保車｣は脱線復旧を訓練

・異常時教育を実施
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（別紙２）

線閉責任者資格の継続取得の流れ

ＪＲ東日本の所長等 現業機関の長 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

※ 継続申請前から既に限定解除している手続区分については、限定解除時に LINGS に登録した手続区
分が継続認定後に発行される認定証に表示されます

※ 「適当な期間」とは、概ね３か月程度です。
※ 異常時教育とは営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）Ⅰ-3-10 (1)保守用車事故防止の教育等①
保守用車責任者向け異常時取扱い教育に定める内容と同様の教育をいいます。

現場選考試験実施願を

提出

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を

受理

合格者

不合格者

適性検査･座学･学科試験

認定証の交付

講習会実施

認定証の確認

LINGS に必要項目入力限定解除した区分のみ

実作業に従事

適当な期間経過後

資格認定の申請書と試験

結果(兼 推薦書)を送付

試験結果(兼 推薦書)を

通知

直近１年の実績が有れば学科･面接
試験は省略
出向者等の場合は学科･面接試験は
省略

現場選考試験を計画

学科､面接試験
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（別紙３）

線閉責任者資格の継続取得の流れ（他旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社からの出向者・再就職者）

地方機関の長等 ＪＲ東日本の所長等 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

※ 限定が解除されていない手続区分（線閉、保車、軌陸、保作、工臨、信停）について限定を解除する場合

は､その手続区分についてそれぞれ実作業訓練を実施し、実作業検定試験に合格しなければ従事できません。

※ 異常時教育とは営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）Ⅰ-3-10 (1)保守用車事故防止の教育等①保守

用車責任者向け異常時取扱い教育 に定める内容と同様の教育をいいます。

他旅客鉄道会社または

日本貨物鉄道株式会社

より推薦書を受理

適性検査･座学･学科試験

実技訓練･実技検査

認定証(限定)の交付認定証(限定)の確認

講習完了の連絡

実作業訓練の実施

LINGS（終了日）に登録

検定試験の申請
検定試験の計画･実施

手続き区分毎に限定解除

(LINGS に限定解除日（検定

試験合格日）を登録する。)

限定解除した区分のみ

実作業に従事

LINGS で資格申請を行

い、必要な書類と共

に試験結果(兼 推薦書)

を送付

地域特情講習の申請地域特情講習の計画･実施

LINGS（講習日）に登録

不合格者
合格者

異常時教育及び脱線復旧訓練は

１年以内の実績あれば省略可

「軌陸」は保守用車教育・

異常時教育を実施

｢保車｣は脱線復旧を訓練

・異常時教育を実施
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（別紙４）

保守用車責任者資格の新規取得の流れ

地方機関の長等 ＪＲ東日本の所長等 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

※ 「適当な期間」とは、概ね３か月程度です。
※ 異常時教育とは営業線工事保安関係標準仕様書（在来線）Ⅰ-3-10 (1)保守用車事故防止の教育等①
保守用車責任者向け異常時取扱い教育に定める内容と同様の教育をいいます。

現場選考試験実施願

を提出

試験結果(兼 推薦書)を

受理

合格者

不合格者

学力検査

資格（限定）の認定

LINGS へ登録

資格(限定)の認定を

LINGS で確認

講習完了の連絡

実作業訓練の実施

LINGS（終了日）に登録

検定試験の申請
検定試験の計画･実施

手続き区分毎に限定解除
限定解除した区分のみ

実作業に従事

適当な期間経過後

LINGS で資格申請を行

い、必要な書類と共に

試験結果(兼 推薦書)を送

付

地域特情講習の申請
地域特情講習の計画･実施

LINGS（講習日）に登録

不合格者合格者

１年以内の実績あれば省略可

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を

通知

現場選考試験を計画

面接試験

在来線の線閉責任者と

して 3 回以上従事

脱線復旧訓練

異常時教育を実施
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（別紙５）

保守用車責任者資格の継続取得の流れ

地方機関の長等 ＪＲ東日本の所長等 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

現場選考試験実施願を

提出

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を

受理

合格者

不合格者

座学･学力検査

資格（継続）の認定

LINGS で確認

講習会実施

資格(継続)の認定を

LINGS で確認

限定解除した区分のみ

実作業に従事

適当な期間経過後

資格認定の申請書と試験

結果(兼 推薦書)を送付

※線閉責任者資格の継続

の申請と同時に行う

試験結果(兼 推薦書)を

通知

１年以内の実績あれば

省略可

直近３年の実績が有れば
面接試験は省略

現場選考試験を計画

面接試験

脱線復旧訓練

異常時教育を実施
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【参考】線閉責任者・保守用車責任者資格の限定解除の流れ

ＪＲ東日本の所長等 請負会社
（申請者及び資格者含む）

日本鉄道施設協会

※限定解除の詳細についてご不明の点はＪＲ東日本の現業機関にお問合せください。

線閉責任者の限定資格取得

異常時教育は１年以内の

実績あれば省略可

地域特情講習の申請地域特情講習の実施

講習完了の連絡

実作業訓練（線閉）

「線閉」検定試験の実施

「線閉」限定解除

実作業訓練（軌陸）×3 回以上

保守用車教育・異常時教育の

実施

「軌陸」検定試験の実施

「軌陸」限定解除

現場選考試験の実施 現場選考試験実施願

手続区分「線閉」従事可能

LINGS で資格申請 学力検査

保守用車責任者の

限定資格認定地域特情講習の申請地域特情講習の実施

「軌陸」検定試験の実施

「軌陸」限定解除

「ＭＣ」検定試験の実施

「ＭＣ」限定解除 手続区分「ＭＣ」従事可能

手続区分「軌陸」従事可能

手続区分「軌陸」従事可能

線閉責任者としての従事×3 回以上

検定試験の申請

実作業訓練（軌陸）×3 回以上

検定試験の申請

実作業訓練（MC）×3 回以上

講習完了の連絡

検定試験の申請

脱線復旧訓練・異常時教育

脱線復旧訓練・異常時教育

「軌陸」の実作業訓練の実績は「線

閉」の実作業訓練回数に含めてよい

「MC」の実作業訓練の実績は「軌陸」
の実作業訓練回数に含めてよい

・「軌陸」は「線閉」の限定解除後に

限定解除可能

・実作業訓練等の条件を満たして

いれば同時に「線閉」と「軌陸」の

検定試験を実施可能

・「MC」は「軌陸」の限定解除後に限

定解除可能

・実作業訓練等の条件を満たして

いれば同時に「軌陸」と「MC」の検

定試験を実施可能

脱線復旧訓練・異常時教育

は１年以内の実績あれば

省略可

脱線復旧訓練・異常時教育

は１年以内の実績あれば

省略可

・保守用車責任者「軌陸」の限定解除

を行った者は、線閉責任者「軌陸」の

実作業訓練及び検定試験を省略可能
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(31) ホームドア機械工事管理者

① 新規取得要件等

経験年数等
（右記のいずれかを

満たすこと）

土木･建築等の工事経験２年以上、かつホームドア機械新設の工事経験６か月（営近工事
１年以上を含む）の者。

大学等の修了者で土木･建築等の工事経験１年以上、かつホームドア機械新設の工事経
験６か月（営近工事１年以上を含む）の者。

講
習
会

講習・訓練 受講前教育 講習会 選考試験※1

適用 〇 ○ ○

検
査

検査名称 学力検査 実作業検定試験※2 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類 ―※3

資格有効期間 運転適性検査実施日から３年間

※１ 新規申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 実作業検定試験については、【補足説明】を参照してください。

※３ 新規に当該資格を取得する場合のみ、資格認定の申請書類に健康診断の写しを添付する。

② 継続認定要件等

所持資格等 当該資格を有する者。（但し、有効期間内の者に限る。）

講
習
会

講習・訓練 講習会 選考試験※1 ―

適用 ○ ○ ―

検
査

検査名称 学力検査 実作業検定試験※2 運転適性検査 医学適性検査

適用 ○ ○ 第Ｂ類 ―

資格有効期間 継続認定に伴う運転適性検査実施日から３年間

※１ 継続申請にあたり JR 東日本社員による選考試験と推薦を必要とします。

※２ 実作業検定試験については、【補足説明】を参照してください。
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【補足説明】

⑴ 現場選考試験について（※ホームドア機械工事管理者資格）

ホームドア機械工事管理者については、資格申請にあたり、JR 東日本の現業機関の長による推

薦を必要とし、推薦にあたっては現場選考試験を行うこととしています。資格取得の流れについ

て別紙６・別紙７を参照してください。

資格申請者又はその所属会社は、別に指定する様式（JR 東日本の現業箇所より受領）を推薦書

として、資格認定講習会の申請書に添えて当協会に提出してください。

⑵ 実作業訓練について

ホームドア機械工事管理者の認定証の交付を受けた資格者は、実作業訓練を経て、実作業検定試

験の合格までは単独で当該業務に従事することができません。  

実作業訓練は、所属する会社の経験豊富な資格者の指導の下で行うこととし、訓練は資格者の所

属会社が自主的に計画して実施し、その実績を所定の用紙に記載して下さい。また、実作業検定試

験については、資格者の所属する会社の申請により、JR 東日本が実施します。



44

（別紙６）

ホームドア機械工事管理者資格の新規取得の流れ

JR東日本の所長等
所属会社

（申請者含む）
日本鉄道施設協会
及び JR東日本

現場選考試験実施願を

提出

試験結果(兼 推薦書)を
受理

適当な期間経過後

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を通知

現場選考試験を計画

面接試験

不合格者

合格者

【日本鉄道施設協会】

・適性検査

・講習会、学科試験

【JR東日本】

・講習会、学科試験

認定証の交付認定証確認

工事従事者情報システムで資格

申請を行い、必要な書類と共に

試験結果(兼 推薦書)を送付

実作業訓練の実施

技能確認申請書に

実作業訓練結果を

記録し、申請

技能確認の計画･実施

不合格者合格者

技能確認合格通知 ホームドア機械工事管理者

として専任従事が可能

事前教育の実施

ホームドア機械新設工事に従事

（6か月以上従事）
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（別紙７）

ホームドア機械工事管理者資格の継続取得の流れ

JR東日本の所長等
所属会社

（申請者含む）
日本鉄道施設協会
及び JR東日本

現場選考試験実施願を

提出

試験結果(兼 推薦書)を
受理

適当な期間経過後

過去１年の運転保安関係
の事故､従事履歴調査

試験結果(兼 推薦書)を通知

現場選考試験を計画

面接試験

不合格者

合格者

【日本鉄道施設協会】

・適性検査

・講習会、学科試験

【JR東日本】

・講習会、学科試験

認定証の交付認定証確認

工事従事者情報システムで資格

申請を行い、必要な書類と共に

試験結果(兼 推薦書)を送付

ホームドア機械工事管理者

として専任従事が可能
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